
と
必
要
と
さ
れ
る
支
援
／
講
師
＝
河
野
久

忠
氏
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
青
少
年
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー
）【
９
月
８
日
（
月
）】
ひ
き
こ

も
り
の
サ
ポ
ー
ト
／
講
師
＝
鈴
木
法
政

氏
（
が
ま
ご
お
り
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
）【
９
月
29
日
（
月
）】
当
事
者
の

体
験
談　

▼
時
間
＝
い
ず
れ
も
午
後
２
時

～
４
時　

▼
場
所
＝
ウ
ィ
ズ
豊
川
（
第
１

回
の
み
豊
川
保
健
所
）　

▼
定
員
＝
30
名

（
先
着
順
）　

▼
申
し
込
み
＝
電
話
ま
た
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
、住
所
・

氏
名
・
電
話
番
号
を
明
記
）

▼
豊
川
保
健
所

☎（
０
５
３
３
）86
局
３
６
２
６

（
０
５
３
３
）89
局
６
７
５
８

医
療
機
関
の
適
正
受
診
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

　

休
日
・
夜
間
の
救
急
病
院
な
ど
は
、
緊

急
性
の
高
い
重
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
た

め
の
施
設
で
す
。

　

軽
い
症
状
に
も
関
わ
ら
ず
「
平
日
の
昼

間
は
仕
事
が
あ
る
か
ら
」「
待
ち
時
間
が

少
な
い
か
ら
」
な
ど
の
理
由
で
、
軽
症
患

者
が
多
く
受
診
さ
れ
る
と
重
症
患
者
の
対

応
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
負
担
も
さ

ら
に
大
き
く
な
る
こ
と
で
救
急
医
療
体
制

が
維
持
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

休
日
・
夜
間
は
割
増
料
金
で
医
療
費
が

高
く
な
り
ま
す
。
緊
急
時
以
外
は
、
で
き

る
限
り
診
療
時
間
内
に
受
診
し
ま
し
ょ

う
。

▪
東
三
河
４
市
（
田
原
市
・
豊
橋
市
・
豊

川
市
・
蒲
郡
市
）
で
協
力
し
合
い
地
域

医
療
を
守
り
ま
す

　

東
三
河
４
市
で
は
、「
適

正
受
診
」
の
Ｐ
Ｒ
の
た

め
、
共
同
で
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
救
急
ナ
ビ
っ
ち
」

（http://w
w

w
.city.

toyohashi.lg.jp/14844.
htm

）
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
お
住
ま
い

の
近
く
に
あ
る
医
療
機
関
の
情
報
や
休

日
・
夜
間
で
の
急
病
時
、
そ
の
時
診
て
も

ら
え
る
医
療
機
関
を
検
索
す
る
方
法
を
ご

案
内
し
て
い
ま
す
。

　

適
正
受
診
に
関
す
る
お
役
立
ち
情
報
も

掲
載
す
る
な
ど
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
使
い

や
す
い
ペ
ー
ジ
で

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
Ｐ
Ｒ
の

た
め
の
マ
グ
ネ
ッ

ト
シ
ー
ト
を
各
市

の
公
用
車
に
張
り

付
け
、
啓
発
を
行

い
ま
す
。

▼
健
康
課
（
市
役
所
内
）

☎
23
局
３
５
１
５

23
局
３
８
１
０

国
民
健
康
保
険
の

新
し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す

　

現
在
、
皆
さ
ん
が
お
使
い
の
国
民
健
康

保
険
の
保
険
証
は
有
効
期
限
が
８
月
31
日

で
す
。
新
し
い
保
険
証
を
、
８
月
中
に
簡

易
書
留
で
各
家
庭
に
送
付
し
ま
す
。
９
月

１
日
以
降
に
診
療
を
受
け
る
と
き
に
は
、

必
ず
新
し
い
保
険
証
を
医
療
機
関
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
証
は
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
こ
と
を
証
明
す
る
大
切
な
も
の
で

す
。
汚
し
た
り
、
紛
失
し
た
り
し
な
い
よ

う
に
大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

▪
別
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

　

国
民
健
康
保
険
の
喪
失
届
出
が
必
要
で

す
。

▼
届
出
時
に
必
要
な
も
の
＝
①
国
民
健
康

保
険
証
②
新
し
い
保
険
証
（
い
ず
れ
も
喪

失
す
る
方
全
員
の
も
の
／
コ
ピ
ー
可
）
③

み
と
め
印
（
世
帯
主
以
外
が
届
出
す
る
場

合
）

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
２
１
４
９

23
局
０
１
８
０

ひ
き
こ
も
り
家
族
教
室
を

開
催
し
ま
す

▼
対
象
＝
ひ
き
こ
も
り
者
の
ご
家
族
、
不

登
校
者
の
ご
家
族　

▼
期
日
／
内
容
＝

【
８
月
25
日
（
月
）】
ひ
き
こ
も
り
の
対
応

税TA
X

個
人
事
業
税
第
一
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く

▪
個
人
事
業
税
の
第
一
期
分
の
納
期
限
は

９
月
１
日
月
で
す

　

８
月
中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知
書
を
お

送
り
し
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
金
融
機
関

ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
納
付

金
額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限
る
）、

県
税
事
務
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
ご
希
望
の
方

は
、
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機
関
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
手
続
き
の
時
期
に
よ
り
、
第
二
期
分
か

ら
の
取
り
扱
い
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
東
三
河
県
税
事
務
所
課
税
第
一
課

☎（
０
５
３
２
）35
局
６
１
２
７

http://w
w

w
.pref.aichi.jp/zeim

u/
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